
御中 

事 務 連 絡 

平成２５年１月２３日 

 各都道府県担当課 

 各指定都市担当課 

 

総務省自治行政局住民制度課  

総務省自治行政局市町村体制整備課 

 

 

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害の影響により避難してい

る住民の避難場所に関する証明事務の実施時期について（追加） 

 

 

 標記の証明事務については、「東日本大震災における原子力発電所の事故による災害

の影響により避難している住民の避難場所に関する証明について（通知）」（平成２４

年１２月１９日付け総行住第１０２号、総行市第１７５号）により通知するとともに、

各避難元市町村における実施時期について、同日付け事務連絡により御連絡したところ

ですが、当該事務の実施を予定する市町村の追加についてお知らせいたします。 

 

記 

 

以下に掲げる各避難元市町村は、それぞれ右に掲げる時期までに、届出避難場所証

明書の請求の受理を開始する予定としています（下線部は今回新たに追加した団体で

す。）。 

   

  ・いわき市、双葉町、葛尾村         平成２５年２月１日 

  ・田村市                  平成２５年２月１５日 

  ・大熊町、浪江町              平成２５年３月１日 

  ・楢葉町、富岡町、川内村          平成２５年４月１日 

 

 

（連絡先） 

総務省自治行政局市町村体制整備課 

福冨、淺見 

電話：０３－５２５３－５５１６ 

F A X：０３－５２５３－５５９２ 

E-mail:h.asami@soumu.go.jp 

 



御中 

事 務 連 絡 

平成２４年１２月１９日 

 各都道府県担当課 

 各指定都市担当課 

 

総務省自治行政局住民制度課 

総務省自治行政局市町村体制整備課 

 

 

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害の影響により避難してい

る住民の避難場所に関する証明事務の実施時期について 

 

 

 標記の証明事務については、「東日本大震災における原子力発電所の事故による災害

の影響により避難している住民の避難場所に関する証明について（通知）」（平成２４

年１２月１９日付け総行住第１０２号、総行市第１７５号）により通知したところです

が、各避難元市町村における実施時期について、下記のとおり御連絡いたします。 

 

記 

 

１ 実施時期 

以下に掲げる各避難元市町村は、それぞれ右に掲げる時期までに、届出避難場所証

明書の請求の受理を開始する予定としています。 

   

  ・双葉町、葛尾村             平成２５年２月１日 

  ・田村市                 平成２５年２月１５日 

  ・大熊町、浪江町             平成２５年３月１日 

  ・楢葉町、富岡町、川内村         平成２５年４月１日 

 

２ その他 

上記以外の避難元市町村についても実施することとなった場合には、別途その開始

時期について御連絡いたします。 

 

 
（連絡先） 

総務省自治行政局市町村体制整備課 

福冨、淺見

電話：０３－５２５３－５５１６ 

F A X：０３－５２５３－５５９２ 

E-mail:h.asami@soumu.go.jp 


